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国・県及び市の基本方針を参考にし、学校として、どのようにいじめの防止等の取組を行うか

についての基本理念や取組の内容等を「学校いじめ防止基本方針」として定め、これにのっとり、

いじめ防止等の対策に適切に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊法の対象となるいじめに該当するか否かを判断するに当たっては、「心身の苦痛を感じているもの」

との要件が限定して解釈されることのないように留意する。 
 

＜いじめの認知＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ いじめの防止等の対策に関する基本理念 

【いじめの防止等に係る基本理念】 

○いじめは、どの児童にも、どの学校でも、起こり得るものであり、人間として絶対に許さ

れない人権問題である。 

○いじめの防止等の対策は、全ての児童が安心して学習その他の活動に取り組むことができ

るよう、学校の内外を問わず、いじめが行われなくなることを目的に行う。 

○全ての児童がいじめを行わず、また、いじめを認識しながら放置することがないようにす

るため、いじめが、児童の心身に深刻な影響を及ぼすことをはじめ、いじめ問題に関する

児童の理解を深められるようにいじめ防止等の対策を行う。 

○いじめを受けた児童の生命・心身を保護することを最優先とし、学校、家庭、地域、関係

機関、その他の関係者の連携のもと、いじめ問題の解決に向けた取組を行う。 

○「いじめを『しない』『させない』『許さない』」との『いじめ根絶三原則』を基本理念

として、いじめの防止等のための対策を講じる。 

２ いじめの定義 

【いじめ防止対策推進法】 

第２条 この法律において「いじめ」とは、児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在

籍している等当該児童等と一定の人的関係にある他の児童等が行う心理的又は物理的な影

響を与える行為（インターネットを通じて行われるものを含む。）であって、当該行為の対

象となった児童等が心身の苦痛を感じているものをいう。 

○いじめの事実を把握するため、被害児童の思いに寄り添うことを第一義に、行為の起こっ

たときの加害児童本人や周辺の状況等を客観的に確認する。 

○いじめの認知に当たっては、特定の教職員のみによることなく、いじめ防止対策委員会を

活用する。 

○けんかやふざけ合いのように見られる場合、児童の感じる被害性に着目し、いじめに該当

するか否かを判断する。 

○インターネット上でのいじめなど、児童本人が心身の苦痛を感じるに至っていないケース

でも、加害行為を行った児童に対する指導等については法の趣旨を踏まえ適切に対応する。 

○好意から行った行為が、意図せずに相手側の児童に心身の苦痛を感じさせてしまったよう

な場合は、行為をした児童に悪意はなかったことを十分加味した上で対応する。 

○犯罪行為として取り扱われるべきと認められ、児童の生命、身体又は財産に重大な被害が

生じるなど、警察に相談・通報する必要があるものについては、教育的配慮や被害児童の

意向に配慮した上で、早期に警察に相談・通報するなど連携した対応をとる。 
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いじめ防止等のための基本方針を策定するに当たっては、学校運営協議会や保護者等から意見

を聴取するとともに、学校全体でいじめの防止等に取り組む観点から、児童の思いや考えも反映

させる。 
 

＜いじめ防止基本方針を策定する意義＞ 

 

 

 

 

 
 

＜いじめ防止基本方針の内容＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いじめの防止、いじめの早期発見及びいじめへの対処等に関する措置を実効的に行い、組織的

な対応によりいじめ問題の解決を図るため、「いじめ防止対策委員会」を設置する。 
 

＜いじめ防止対策委員会の役割＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ いじめ防止基本方針の策定 

○基本方針に基づく対応が徹底されることにより、教職員がいじめを一人で抱え込まず、かつ、

組織として一貫した対応となる。 

○学校の対応をあらかじめ示すことで、児童及びその保護者に対し、学校生活を送る上での安

心感を与えるとともに、いじめの加害行為の抑止につながる。 

○加害児童への成長支援の観点を学校基本方針に位置付けることにより、いじめの加害児童へ

の支援につながる。 

○基本方針が、組織的な取組による行動計画となるよう、年間を通じたいじめ防止対策委員会

の活動を記載する。 

○教育活動全体を通じて、いじめの防止に資する多様な取組が体系的・計画的に行われるよう、

包括的な取組の方針を定め、その具体的な指導内容のプログラム化を図る。  

○アンケート調査、いじめの通報、情報共有、適切な対処等のいじめの早期発見・早期対応マ

ニュアルを定めるとともに、具体的な取組を盛り込む。 

○基本方針が、実情に即しているかをいじめ防止対策委員会を中心に点検し、必要に応じて見

直すＰＤＣＡサイクルを設定する。 

○基本方針に基づく取組の実施状況を学校評価の評価項目に位置付け、達成状況を評価し、い

じめ防止等のための取組の改善を図る。 

○基本方針は、ホームページや学校便りで公開する。 

４ いじめ防止対策委員会の設置 

○いじめ防止対策委員会は、いじめ問題への組織的対応において中核的な役割を担う。 

○いじめ防止対策委員会は、必要に応じてＳＣ、ＳＳＷ等の専門家の参画を得て、実効性の

あるものとする。 

○いじめ防止対策委員会は、被害児童を徹底して守り通し、事案を迅速かつ適切に解決する

相談・通報の窓口であることを周知し、児童から信頼される組織となるよう努める。 

○いじめの疑いに係る情報があった時には、ただちにいじめ防止対策委員会を開催し、情報

を迅速に共有するとともに、関係のある児童から事実関係を聴取する。さらに、指導や支

援の体制及び対応方針の決定、保護者との連携など組織的に対応する。 

○教職員は、児童からの訴えや些細
さ さ い

な兆候や懸念を感じとった場合には、一人で抱え込まず

に、全ていじめ防止対策委員会に報告・相談する。 

○いじめ防止対策委員会に集められた情報は、児童ごとに記録するなど、複数の教職員が個

別に認知した情報を集約し共有する。 

○いじめ防止対策委員会は、学校のいじめの防止等の取組についてＰＤＣＡサイクルで検証

する。 

○いじめ問題の解決を図るため、いじめ防止対策委員会を設置していることを、児童及び保

護者に対して周知する。  
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＜いじめ防止対策委員会の構成＞ 

常任構成員 役  割 

校長 ・いじめ防止基本方針の策定・見直しをする。 

・いじめの疑いに関する情報があった時の緊急対処方針を決定し，保護者

や関係機関との連携を図る。 

教頭 ・学校におけるいじめの相談・通報の窓口となる。  

・校内のいじめ防止対策委員会の運営を進める。 

教務主任 ・教育課程や教育活動における配慮事項を作成する。 

生徒指導主任 ・いじめ防止基本方針に基づき，具体的な年間計画の作成・実施・検証・

修正をする。  

・「いじめ防止」「早期発見」「いじめに対する措置」等に関する職員研

修の企画・運営をする。 

養護教諭 ・心理的なケアを図る。 
 

 
＊重大事態の調査を行う場合は、いじめ防止対策委員会を母体としつつ、当該事案の性質に応じて、市

教委が派遣する専門家を加えて構成する。 

 

 

 

（１）いじめの未然防止 

 

 

 

 

 

 

 
 

臨時構成員 役  割 

学級担任 ・いじめの疑いに関する情報や児童の問題行動などに係る情報を収集し， 

記録等をとって情報の共有化を図る。 

学校運営協議会委員 

（家庭・地域代表） 

・家庭、地域等の立場から、いじめの対処と再発防止に向けた学校の取組

について意見を述べる。 

ＳＣ ・必要に応じていじめ防止対策委員会にかかわり助言する。 

ＳＳＷ ・いじめについての事例研究や研修体制の助言をする。 

＜具体的な取組＞ 

□道徳教育や心の教育の充実及び「いじめ根絶三原則」の徹底 

□生徒指導の３機能を生かした授業づくり（自己決定・自己存在感・共感的な人間関係） 

□児童の夢や希望を育むキャリア教育の推進（人間関係形成・自己理解・課題対応能力） 

□小中連携教育の推進による系統性・持続性のある生徒指導の実践（熊毛学園構想） 

□いじめへの対応に係る教職員の資質能力向上を図る校内研修（人権・道徳） 

□「いじめ防止・根絶強調月間」の取組 

（児童主体の取り組み推進、SCによる教育相談・いじめ防止対策委員会） 

５ いじめの防止等に関する取組 

○いじめはどの児童にも起こりうるという事実を踏まえ、全ての児童を対象に、いじめに向か

わせないための未然防止の取組を実施する。 

○児童が、心の通じ合うコミュニケーション能力を育み、規律正しい態度で授業や行事に主体

的に参加し活躍できるような授業づくりや集団づくりに努める。 

○集団の一員としての自覚や自信を育むことにより、いたずらにストレスにとらわれることな

く、互いを認め合える人間関係や学校風土を構築する。 

○教職員の言動が、児童を傷つけたり、他の児童によるいじめを助長したりすることのないよ

う、指導の在り方に留意する。 



4 

 

（２）いじめの早期発見 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
（３）いじめへの対処 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜具体的な取組＞ 

□いじめ等の未然防止及び早期発見・早期対応の充実に向けた「生活アンケート」を毎週実

施する。 

□全ての児童を対象とした定期教育相談を毎学期実施する。 

□日常の観察や日記等から、児童の悩み等の実態を把握する。 

□児童や保護者が随時相談できるようにするために、相談ポストを設置する。 

□毎月の児童理解研修会で全教職員が情報共有をする時間を設定する。 

＜具体的な取組＞ 

□いじめの発見や相談の受理により、即刻いじめ防止対策委員会へ報告することを徹底する。 

□いじめの対処に関するいじめ防止対策委員会での情報の収集と整理、対応方針の決定、全

教職員の共通理解と役割分担を徹底する。 

□いじめられた児童からの事実関係の聴き取り及びいじめられた児童の保護及び心理的ケア 

を行う。 

□周囲の児童からの事実関係の確認、いじめた児童への事実関係の確認及び指導を行う。 

□いじめが起きた集団への指導を行う。 

□関係保護者への連絡及び学校の指導に対する理解と協力の依頼を行う。 

□いじめた児童からいじめられた児童への謝罪と再発防止の確認を行う。 

□再発防止に向けて、学校全体での指導と取組の徹底を図る。 

□関係児童への継続的な指導・支援及び関係児童の家庭への継続的なフォローを行う。 

□必要に応じて、関係機関（市教委、警察、児童相談所等）との連携を図る。 

□事案の対処及び再発防止に向けて学校運営協議会との連携を図る。 

○いじめは、大人が気付きにくく判断しにくい形で行われることが多いことを認識する。 

○些細な兆候であっても、いじめではないかとの疑いをもち、早い段階から的確にかかわるよ

うにする。 

○いじめを隠したり軽視したりすることなく、積極的に認知する。 

○日頃から児童の見守りや信頼関係の構築等に努め、児童が示す変化や危険信号を見逃さない

ように観察する。 

○毎週いじめに関するアンケート調査を実施するとともに、毎学期教育相談週間を設定した

り、教育相談ポストを設置したりして、児童がいじめを訴えやすい体制を整備し、いじめの

早期発見に努める。 

○いじめの発見・通報を受けた場合は、特定の教職員で抱え込まず、速やかにいじめ防止対策

委員会に報告し、学校全体で組織的に対応する。 

○被害児童を守り通すとともに、加害児童に対しては、当該児童の人格の成長を旨として、教

育的配慮の下、毅然とした態度で指導する。 

○いじめを見ていた児童に対しても、自分の問題として捉えさせるとともに、いじめを止めた

り、誰かに知らせたりする正義や勇気をもつよう指導する。 

○対応については、教職員全員で共通理解し、保護者の協力や関係機関・専門機関との連携の

下で行う。 
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（４）いじめの防止等に関する取組の年間計画 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

【年間計画】 

実施時期 実施される取組 対 象 

４月 

□いじめ防止基本方針に関する校内研修の開催 

□第１回いじめ対策委員会の開催 

□保護者懇談会等でのいじめ防止基本方針の周知 

■生活アンケートの実施（毎週、通年） 

■あいさつ運動の実施（毎月１日・１５日） 

■熊毛学園あいさつウイークの実施(年３回１週間行う) 

■クリーン作戦の実施（毎月１回、通年） 

■児童のいじめに関する実態についての情報交換（月末職員会、通年） 

教職員 

関係者 

保護者 

全校 

地域 

全校 

 

教職員 

５月 □いじめ防止基本方針についての説明と指導実施（対児童） 全校 

６月 ■定期教育相談の実施 全校 

７月 □いじめ防止に関する１学期の取組の振り返り 教職員 

８月 
□いじめの防止等に関する校内研修の実施 

□学校運営協議会での取組の進捗状況報告 

教職員

地域 

１０月 □いじめ防止根絶強調月間の取組（標語募集等） 全校 

１１月 ■定期教育相談の実施 全校 

１２月 
□いじめ防止に関する２学期の取組の振り返り 

□人権教育参観日の実施 

教職員 

全校 

２月 

■定期教育相談の実施 

□第２回いじめ対策委員会の開催 

□学校運営協議会での取組の結果報告 

全校 

関係者

地域 

３月 □いじめ防止に対する３学期の取組の振り返り 全校 

 

 

 

（１）重大事態の発生 

次のような事態が発生した場合、いじめ対策委員会でいじめの疑いに関する情報の収集と記

録、共有を行うとともに、即時教育委員会に報告する。 

 

 

ア 生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑い（児童が自殺を企図した場合等） 

イ 相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑い（年間３０日を目安。いじめ被

害の不安から一定期間連続して欠席している場合、迅速に調査に着手） 

○いじめの未然防止及び早期発見のための取組や取組についての検証を、年間を通じて計画的

に実施する。 

○いじめ防止対策委員会が、年間計画を立て、その進捗状況や結果について検証をするなど、

ＰＤＣＡサイクルで取組を推進する。 

○取組の進捗状況や結果を評価するために、児童への意識調査や取組評価アンケート等を実施

し、いじめ防止対策委員会で分析された評価結果を全教職員で共有し、取組の改善や一層の

充実に生かす。 

６ 重大事態への対処 
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（２）いじめに関する調査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜いじめられた児童からの聴き取りが可能な場合＞ 

・いじめられた児童からの聴き取り ・在校生や教職員に対する質問紙調査や聴き取り調査 

・調査による事実関係の確認    ・いじめた児童への指導及びいじめ行為の制止 

・いじめられた児童への状況にあわせた継続的なケア及び学校生活復帰の支援や学習支援等 

・教育委員会からの指導及び関係機関との適切な連携 

① 調査の実施  

・当該事案が重大事態と判断された場合、事実の把握と適切な対処を行うため、児童に対

する調査を実施する。 
 
② 調査のための組織  

・教育委員会から指示を受け、学校が調査の主体となる場合、いじめ防止対策委員会を母

体として組織を編成し、当該重大事態の性質に応じて、教育委員会から派遣される専門

家を組織に加える。 
 
③ 事実関係を明確にするための調査  

・聴き取りや質問票の使用、その他の適切な方法により、当該重大事態に係る事実関係を

明確にするための調査を実施する。 

・いつ（いつ頃から）、どこで、誰から行われ、どのような態様であったか、いじめを生

んだ背景事情や児童の人間関係にどのような問題があったのか、学校・教職員がどのよ

うに対応したか等を明らかにする。 

・客観的な事実関係を可能な限り時系列で網羅的に把握する。 

・学校に不都合なことがあったとしても、事実にしっかりと向き合う。 

・先行して調査している場合も、調査資料の再分析や必要に応じて新たな調査を実施する。 

・いじめ防止対策委員会は、調査結果と資料を分析し、いじめの事実や事実と当該重大事

態との因果関係を明らかにするとともに、事態への対応について検討する。 
 
④ いじめられた児童及びその保護者に対する情報提供  

・調査により明らかになった事実関係について、情報を適切に提供する（適時、適切な方

法で、経過報告も含む。）。 

・他の児童のプライバシー保護に配慮するなど、関係者の個人情報の保護に十分配慮し、

適切に情報を提供する。 

・質問紙調査等の実施により得られた情報については、いじめられた児童又はその保護者

に提供する場合があることをあらかじめ念頭におき、調査に先立ち、その旨を調査対象

の児童やその保護者に説明しておく。 

・調査を行う場合、情報の提供の内容・方法・時期などについて教育委員会の指導や支援

を受ける。 
 
⑤ 調査結果の報告  

・調査組織は教育委員会に調査結果を報告する。 

・いじめを受けた児童又はその保護者が希望する場合には、いじめを受けた児童又はその

保護者の所見をまとめた文書の提供を受け、調査結果の報告に添えて、教育委員会に提

出する。 
 
⑥ 調査結果を踏まえた措置  

・調査組織が検証した調査結果を重んじ、組織的に、解決に向けた対応や再発防止の取組

を実施する。 
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＜いじめられた児童からの聴き取りが不可能な場合＞ 

・当該児童の保護者から要望・意見の聴取  ・今後の調査について、当該保護者との協議 

・当該保護者の同意を得た上での調査    ・以下、前項に準ずる 

＜前項のうち、児童が死亡し、死因として自殺の可能性がある場合＞ 

・その後の自殺防止に資する観点から、自殺の背景調査を実施 

・亡くなった児童の尊厳を保持しつつ、その死に至った経緯を検証し再発防止策を講ずること

を目指し、遺族の気持ちに十分配慮しながら調査を実施 

・遺族の要望や意見を十分に聴取するとともに、できる限りの配慮と説明を実施 

・在校生及びその保護者に対しても、できる限りの配慮と説明を実施 

・背景調査においては、自殺が起きた後の時間の経過等に伴う制約の下で、できる限り、偏り

のない資料や情報を多く収集 

・それらの資料や情報の信頼性の吟味を含めて、客観的に、特定の資料や情報にのみ依拠する

ことなく総合的に分析評価 

・情報発信・報道対応については、プライバシーに配慮し、正確で一貫した情報を提供 

 

 

 

（１）家庭や地域との連携 

○地域全体で児童を見守り、健やかな成長を促すための連携体制を構築する。 

○学校運営協議会やＰＴＡ・地域の関係団体等との連絡会議等を活用し、いじめ問題につい

て、学校、家庭、地域が連携した対策を推進する体制を構築する。 

 

（２）関係機関との連携 

○加害児童に対して必要な教育上の指導を行っているにもかかわらず、その指導により十分

な効果を上げることが困難な場合等には、関係機関（警察、児童相談所、医療機関、地方

法務局等の人権擁護機関、教育委員会等）と適切に連携を図る。 

○適切な連携を図るため、平素から市教委の担当者と密に連絡を取り合うなど、情報共有体

制を構築しておく。 

○教育相談の実施に当たり、必要に応じて、医療機関等の専門機関との連携を図るとともに、

法務局の「子どもの人権１１０番」や、やまぐち総合教育支援センターの「やまぐち子ど

もＳＯＳダイヤル」など、学校以外の相談窓口について児童・保護者へ適切に周知するな

ど、関係機関との連携を図っておく。 

 

 

 

 

 

 

７ その他 



いじめ事案対応フローチャート 山口県教育庁学校安全・体育課

≪いじめ事案の情報源≫
【内部情報】 児童生徒及び保護者からの訴え、生活アンケート、教育相談、日常の観察等
【外部情報】 地域、関係機関等

②
情
報
共
有

情報を得た教職員
【担任、部活動顧問、スクールカウンセラー（以下ＳＣ）等】

・生徒指導主任
・関係児童生徒学年等

（２） 被害児童生徒からの事実確認

○被害児童生徒へ聴き取り
○被害児童生徒の保護者へ報告
※家庭訪問等を行い、被害児童生徒の保護者からの
要望を確認するなど被害児童生徒に寄り添った対応

（１） いじめ対策委員会の開催①

○被害・関係児童生徒への聴き取り方法等を
検討
※いつ、どこで、誰が、何を、なぜ、どのように
（５Ｗ１Ｈ）

（３） 関係児童生徒からの事実確認

○関係児童生徒へ聴き取り
○聴き取りを行うことを関係児童生徒の保護者へ連
絡
※聴き取りは一斉に実施、終了後は保護者へ報告

（４） いじめ対策委員会の開催②

○把握した事実の確認
○今後の対応方針の検討

いじめの認否【別紙参照】
※重大事態の可能性を検討

（いじめ防止対策推進法を確認）

学校対応いじめ事案 いじめ重大事態

≪臨時職員会議≫

○教職員への情報共有（事案概要）
○指導方針（今後の対応等）、懲戒処分等（高校）
の検討
※職員会議の前に生徒指導部で原案の作成

≪被害・加害児童生徒の保護者への
事案説明及び謝罪≫

○被害・加害児童生徒の保護者への事案の説明及
び謝罪
○被害児童生徒への支援説明、加害児童生徒へ
の指導及び支援説明（ＳＣとの教育相談等）

①市町教育委員会または山口県教育委員会へ報告
②保護者説明会の開催・報道対応の検討
③被害保護者に調査委員会の設置報告及び調査方針の説明
※山口県いじめ防止基本方針のガイドラインを参考
【市町教育委員会】
いじめ重大事態に係る発生報告（国様式１、２）の提出
【県立学校】
いじめ重大事態に係る発生報告（県立学校用、国様式１、２）の
提出

≪調査部会（第三者）の設置及び調査≫
※主体の判断は教育委員会

①学校の設置者が主体 ②学校が主体

学校の設置者が委員（第三者
のみ）を選出

学校組織に第三者（ＳＣ、ＰＴ
Ａ会長、学校運営協議会長
等）を加える

④
対
応
・
経
過
観
察

≪再発防止及び指導・支援≫

○ＳＣによる被害・加害児童生徒への教育相談等
○加害児童生徒への指導
○学年集会等での全体指導
○定期的な保護者連絡

【発生から３か月後】
面談等によるいじめの解消を確認

≪いじめ重大事態調査終了後≫

【市町教育委員会】
いじめ重大事態報告書（各市町教委用）の提出
【県立学校】
いじめ事案調査報告書（県立学校用）の提出

管理職

③
事
実
確
認
・
方
針
検
討

①
情
報
入
手

いじめの疑いは一人で抱え込まず情報共有

いじめの疑いがある場合は、すみやか
に、いじめ対策委員会にて情報共有

※事案の内容等に配慮した聴き取り方法
（例：猥褻事案→女性教員が聴き取り）
≪

情
報
整
理≫



いじめの認知フローチャート【別紙】

≪いじめ事案の情報入手≫
①教職員の気付き（日常の観察等）
②本人からの訴え（教育相談、生活ノート、生活アンケート等）
③本人以外からの訴え（教育相談、生活アンケート、保護者からの訴え等）

①本人から被害の訴えがあり、
「学校の調査」などの意向が

ある

②本人から被害の訴えはあるが、
「学校の支援は不要」などの意向がある

③本人は被害について否定
している

学校としてできる範囲内
での情報収集（アンケー
ト、関係児童生徒への聴
き取り等）を行い、いじ
めとして疑いのある情報
が得られた

YES NO

情報を基に、
本人に再度
確認したと
ころ、いじ
めを訴えた

①へ

加害児童生徒が特定できる

YES

加害児童
生徒もい
じめを認
めている

YES

いじめ
認知

（B）周囲からの情報はあるが、
加害児童生徒は行動・発言は認
めていない

（C）周囲からの情報はなく、加
害児童生徒も行動・発言を認めて
いない

継続調査
・対応

学校も一緒に対応することを伝え、本人
及び保護者に調査することの了承を得られた

YES

NO

第３者からの加害行為が
あったと学校で判断できる

学校としてできる範
囲内で調査（アン
ケート等）を行い、
加害児童生徒を特定
できる
または、第３者から
の加害行為があった
と学校で判断できる

NO

NO

YESNO

（A）加害児童生徒は行動・発言
を認めているが、いじめとしては
認めていない

いじめ
認知

いじめ
認知

（A） （B） （C）

いじめ
認知

いじめ
認知

継続調査
・対応

YES

継続調査
・対応

継続調査
・対応

YES NO

被
害
・
加
害
児
童
生
徒
、
保
護
者
、

関
係
児
童
生
徒
へ
適
切
な
対
応
を

進
め
る

相
手
の
気
持
ち
に
つ
い
て
考
え
さ

せ
、
い
じ
め
と
い
う
言
葉
を
用
い

ず
状
況
改
善
を
促
す

状
況
が
い
じ
め
に
な
る
こ
と
を
理

解
さ
せ
、
状
況
に
よ
っ
て
は
い
じ
め

と
い
う
言
葉
を
用
い
ず
に
改
善
を

促
す

状
況
に
つ
い
て
、
本
人
及
び
保
護

者
に
説
明
し
、
今
後
も
見
守
り
を

継
続
す
る
旨
を
伝
え
る

状
況
に
つ
い
て
、
本
人
・保
護
者
に

説
明
し
、
今
後
も
見
守
り
を
継

続
す
る
旨
を
伝
え
る

周
囲
に
確
認
し
て
事
案
を
解
消

す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
本
人

及
び
保
護
者
に
説
明
し
、
行
為

者
を
特
定
す
る
対
応
に
努
め
る

認
知
し
た
上
で
、
加
害
児
童
生
徒

に
確
認
し
て
事
案
を
解
消
す
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
本
人
及
び

保
護
者
に
説
明
す
る

NO

状
況
に
つ
い
て
、
本
人
及
び
保
護

者
に
説
明
し
、
今
後
も
見
守
り
を

継
続
す
る
旨
を
伝
え
る

状
況
及
び
今
後
の
支
援
に
つ
い
て

本
人
及
び
保
護
者
に
説
明
し
、
各

関
係
機
関
と
連
携
し
な
が
ら
継

続
し
て
対
応
す
る
旨
を
伝
え
る
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ＳＮＳ等による猥褻・性被害事案
対応フローチャート

山口県教育庁学校安全・体育課

警察の助言を受け、警察の指示を仰ぐ
（情報の提供、保護者への説明等）

被害児童生徒からの聴き取り

【留意点】
①被害児童生徒の性別に配慮した対応

②ＳＮＳ等でのやりとりをした内容を保存
※ＳＮＳでやりとりした内容及び画像等はスクリーンショットで保存

警察の指示で
学校は動くよう
依頼される

関係教職員と情報共有及び今後の対応について検討

教育委員会への報告及び所管警察署への相談

①市町教育委員会または山口県教育委員会へ報告
②所轄警察署に相談し、今後の対応及び画像の拡散防止等につ
いて助言を受ける

（１）本人及び保護者等から
被害の訴え

（２）警察から情報提供

警察の捜査が終了後、警察の了承を
得て、学校で被害児童生徒または加
害児童生徒への聴き取り

情報を得た教職員
【担任、部活動顧問、ス
クールカウンセラー等】

・生徒指導主任
・関係児童生徒学年団 管理職

（２）へYES

NO

被害児童生徒保護者への説明

①事案の説明
②警察等と連携した今後の対応について（被害届の提出等）※被害者が警察に相談することも可能であることを伝える
③被害児童生徒への支援方法

加害児童生徒が特定できる

継続調査・対応

学校は事案の状況について、本人・保護
者に説明し、今後も見守りを継続する旨
を伝えるとともに、再発防止に向けた取
組を検討する

加害児童生徒からの聴き取り

①被害児童生徒の要望に配慮した聴き取り
②警察からの助言を元にした聴き取り

NO

職員会議等で情報共有を図り、今後の支援及び懲戒処分（高校）の検討
【参考資料】「懲戒処分の適正手続き等について（通知）」 （H16.１.21）

被害児童生徒の支援
加害児童生徒の指導・支援

専門家（スクールカウンセラー、警察等）と連携しながら、被害・加害児童
生徒、保護者、関係児童生徒へ適切な対応を進める

《情報整理》

性犯罪行為等の犯罪行為は画像の拡散などの２次被害
を発生させないよう、警察と連携して早期対応を図る

YES

被害者が女子児童生徒の場合は、女性教職員が複数で聴き取りを対応


